
信 頼 さ れ る 生 活 保 護 制 度 の 確 立 を 求 め る 意 見 書

生 活 保 護 基 準 の う ち 日 常 生 活 費 の 基 準 と な る 生 活 扶 助 基 準 は 、

２ ０ １ ３ 年 か ら ２ ０ １ ５ 年 に か け て 、最 大 １ ０ ％ 、平 均 ６ ．５ ％

引 き 下 げ ら れ た （ 以 下 、「 本 件 引 下 げ 」 と い う ）。

本 件 引 下 げ に 対 し 、 富 山 県 を は じ め 全 国 ２ ９ 都 道 府 県 で 最 大

１ ,０ ２ ７ 名 の 原 告 が 取 消 し 等 を 求 め て 提 訴 し た と こ ろ 、最 高 裁

判 所 は 、 本 年 ６ 月 ２ ７ 日 、 厚 生 労 働 大 臣 の 判 断 に 裁 量 権 の 範 囲

の 逸 脱 が あ り 、 生 活 保 護 法 第 ３ 条 、 第 ８ 条 第 ２ 項 に 違 反 し 違 法

で あ る と し て 、 本 件 引 下 げ を 理 由 と す る 保 護 変 更 決 定 処 分 を 取

り 消 す 判 決 を 言 い 渡 し た 。

本 件 引 下 げ に よ り 、高 齢 者 、障 が い・傷 病 者 等 、数 百 万 人 の 生

活 保 護 受 給 者（ 令 和 ７ 年 ９ 月 末 時 点 の 市 内 生 活 保 護 受 給 者 ２ ,７

８ ０ 人 ）は 、１ ０ 年 以 上 に 渡 り 、「 健 康 で 文 化 的 な 最 低 限 度 の 生

活 を 営 む 権 利 」（ 憲 法 第 ２ ５ 条 第 １ 項 ）と 個 人 の 尊 厳（ 憲 法 第 １

３ 条 ）が 侵 害 さ れ て い る 。ま た 、こ の 間 、多 く の 原 告 等 が 被 害 回

復 を み る こ と な く 、 訴 訟 中 に 死 亡 し て い る な ど し て お り 、 被 害

回 復 は 喫 緊 の 課 題 と な っ て い る 。

よ っ て 、 国 会 及 び 政 府 に お か れ て は 、 可 及 的 速 や か に 、 対 象

と な る 全 て の 生 活 保 護 受 給 者 に 対 し 、 所 要 の 被 害 回 復 措 置 を 行

い 、 徹 底 し た 再 発 防 止 策 を 講 じ る と と も に 、 信 頼 さ れ る 生 活 保

護 制 度 を 確 立 す る よ う 強 く 要 望 す る 。

以 上 、 地 方 自 治 法 第 ９ ９ 条 の 規 定 に よ り 意 見 書 を 提 出 す る 。

令 和 ７ 年 １ ２ 月 １ ８ 日

富 山 市 議 会


